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和歌山県では、犯罪被害者等が損害賠償請求訴訟を提起し、加害者に対し損害賠償を

命じる確定判決を有しているにもかかわらず、加害者から損害賠償金の支払いを受ける

ことなく消滅時効が迫っている場合において、消滅時効完成前に再度損害賠償請求訴訟

を提起（再提訴）するための費用を助成する「和歌山県犯罪被害者等再提訴費用助成金

交付要綱」を制定しました。 

※ 民法では民事裁判で確定した損害賠償請求権の消滅時効は10年 

 
記 
 

１ 助成対象費用 
  再提訴に要する費用のうち、再提訴の際に裁判所に支払う費用（１つの損害賠償請
求訴訟につき、１回の再提訴を限度とし、上限は33万円です。） 

 【再提訴に必要な裁判所への手数料等】 
  訴額１億円と仮定  手数料32万円 
            予納郵券 約６～７千円  計約33万円 
 
２ 助成対象者 
  次のいずれにも該当する者に対して、助成金を交付します。 
 ○ 犯罪行為により、死亡、重傷病又は精神疾患を負ったことに対する損害賠償請求

について、再提訴をした者 
○ 再提訴をした日において県内に住所を有している者 
※ 申請期限: 当該再提訴にかかる判決言い渡し日の翌日から５年以内 
※ 重 傷 病: 療養期間が１か月以上かつ通算３日以上の入院を要すると医師に診断

されたもの 
※ 精神疾患: 療養期間が１か月以上かつ通算３日以上労務に服することができない

と医師に診断されたもの  
  
３ 助成されない場合 
○ 助成対象費用について、国、他の地方公共団体その他の者から助成を受けたとき 
○ 損害賠償請求権にかかる刑事事件について、犯罪被害者が犯罪行為を誘発したとき 
○ 上記のほか、助成金を交付することが社会通念上適切でないと認められるとき 

 
 
 

「和歌山県犯罪被害者等再提訴費用助成金交付要綱」を制定しました

た 

(連絡先) 

環境生活部 生活局 県民生活課 生活安全班 

担 当：尾﨑・東 

電 話：073-441-2350 

内 線：2350 



和歌山県犯罪被害者等再提訴費用助成金【概要】

和歌山県犯罪被害者等再提訴費用助成金とは

犯罪被害者等が損害賠償請求訴訟を提起し、加害者に対
し損害賠償を命じる確定判決を有しているにもかかわらず、
加害者から損害賠償金の支払いを受けることなく消滅時効
が迫っている場合において、消滅時効完成前に再度損害賠
償請求訴訟を提起（再提訴）するための費用を助成するも
のです。

※ 民法では民事裁判で確定した損害賠償請求権の
消滅時効は１０年

① 助成対象費用
再提訴に要する費用のうち、再提訴の際に裁判所に支払う費用（１つの損害
賠償請求訴訟につき、１回の再提訴を限度とし、上限は３３万円です。）
【再提訴に必要な裁判所への手数料等】
訴額１億円と仮定 手数料３２万円

予納郵券 約６～７千円 計約３３万円

② 助成対象者
次のいずれにも該当する者に対して、助成金を交付します。
〇 犯罪行為により、死亡、重傷病又は精神疾患を負ったことに対する
損害賠償請求について、再提訴をした者
○ 再提訴をした日において県内に住所を有している者
※ 申請期限：当該再提訴にかかる判決言い渡し日の翌日から５年以内
※ 重 傷 病： 療養期間が１か月以上かつ通算３日以上の入院を要すると医師に診断された

もの
※ 精神疾患： 療養期間が１か月以上かつ通算３日以上労務に服することができないと医

師に診断されたもの

③ 助成されない場合
〇 助成対象費用について、国、他の地方公共団体その他の者から
助成を受けたとき
○ 損害賠償請求権にかかる刑事事件について、犯罪被害者が犯罪
行為を誘発したとき
○ 上記のほか、助成金を交付することが社会通念上適切でないと
認められるとき

和歌山県犯罪被害者等再提訴費用助成制度の詳細については、
下記担当窓口までお問い合わせください。
（担当窓口）和歌山県環境生活部 生活局 県民生活課 生活安全班

（電話）073-441-2350   


